
 資料 1  
 

「文京区自転車活用推進計画（素案）」に寄せられた意見及び区の考え方 

■ 意見募集概要 

件名 文京区自転車活用推進計画（素案） 

意見募集期間 令和 4 年 3 月 4 日（金）～令和４年 4 月 4 日（月） 

意見提出方法 電子メール 

人数及び件数 6 人 20 件                     

 

■ ご意見に対する区の考え方 

No. ご意見（原則原文どおり） 区の考え方 

1 

自転車の利用促進をこれ以上進めないで

欲しい 

自転車は特例で歩道も走行可能な軽車両

なのに、それを自覚せずに乗る人があまりに

多すぎます。 

交通量も多く、急な坂も多い文京区では、

自転車のメリットは大きくありません。 

自転車の保険加入義務化、交通ルール遵守

の啓蒙活動無しにはこれ以上の利用促進は

不要だと思います。 

電動アシストや自転車宅配の普及により、

自転車に乗れない交通弱者にとってはただ

の危険な乗り物になってきています。 

また、駅前の一等地に格安で駐輪場を設け

るくらいなら、その予算でコミュニティバス

の路線や本数を増やした方が、広く区民のた

めになると思います。 

自転車は、極めて身近な交通手段であり、

環境負荷の低減や健康増進などにも寄与す

るものと考えております。 

一方、自転車の活用の推進は、交通安全

の確保を図りつつ行う必要があります。そ

のため、計画の目標を『安全で快適に自転

車を活用できるまちづくり』と定め、４つ

の基本方針それぞれに交通安全の視点を盛

り込んでおり、交通安全の取組を進めるこ

とで、歩行者や自動車利用者にとっても安

全で快適な環境を目指します。 

また、駐輪場の整備については、駅周辺

は地価が高く、用地の確保も難しいことか

ら、P79 に記載の施策 3「地域のニーズに

応じた駐輪場の整備推進」の取組 3-1「駐

輪場の整備」に基づき、商業施設等での来

客用駐輪場の設置促進や新たに民間事業者

等による民有地を活用した駐輪場の設置を

促進する取組も検討してまいります。 

なお、コミュニティバス B―ぐるについ

ては、令和３年９月より第三路線の「本郷・

湯島ルート」の運営を開始したところです。

今後、B−ぐるの利便性向上や安定的運営

等を目指した検討を行う際に、参考とさせ

ていただきます。 
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No. ご意見（原則原文どおり） 区の考え方 

2 

区内在住外国人への自転車交通ルールの

教育をお願いします。（各国語パンフレット

の自宅への郵送等。） 

外国人の方への啓発に当たっては、P69

に記載の施策 1「安全・安心な自転車利用

に向けた取組の推進」の取組 1-2「交通ル

ール・マナーに関する周知・啓発の推進」

のとおり、新たに転入等の手続きに来庁す

る際等に、多言語でのパンフレット等を提

供してまいります。 

3 

区内小学校での子供への自転車交通ルー

ルの教育の強化をお願いします。（自転車実

車講習の充実等。） 

小学生への交通安全教育に当たっては、

P68 に記載の施策 1「安全・安心な自転車

利用に向けた取組の推進」の取組 1-1「自

転車利用者に対する交通安全教育の実施」

のとおり、自転車実技教室などを実施して

まいります。 

4 

区内大学への自転車交通ルールの指導の

依頼をお願いします。（キャンパス内への駐

輪許可時に自転車講習会の開催等。） 

 交通ルール等については、P70 に記載の

施策 1「安全・安心な自転車利用に向けた

取組の推進」の取組 1-2「交通ルール・マ

ナーに関する周知・啓発の推進」に基づき、

区報やホームページだけでなく、新たに

SNS 等を利用するなど多様な広報媒体を

用いることで、大学生も含めた幅広い年齢

層への周知・啓発に取り組んでまいります。 



3 
 

 

No. ご意見（原則原文どおり） 区の考え方 

5 

7 割以上と最も区民の課題感が大きい「路

上駐車」に対して、対策が以下だけというの

は不十分ではないか。 

専用の通行帯はたいへん便利だが、路上駐

車があると事故の危険性が高まり、通行帯が

むしろ事故を誘発する構造。 

特に文京区は子乗せ自転車の割合が高く、

子どもの命を守るためにも、路上駐車の取り

締まりの強化などを徹底してほしい。 

--------- 

【2-3】自転車通行空間上の路上駐車への対

策 対応する課題:1-1，2-1，3-1 

●自転車通行空間上の路上駐車対策【継続】 

交通管理者と協力し、自転車通行空間上の路

上駐車に対し、看板などで注意喚起等を図る

とともに、駐車監視員の活用による路上駐車

の重点監視等により、自転車通行空間への違

法駐車に対する重点的な取締りを推進しま

す。 

 路上駐車に対しては、P78 に記載の施策

2「自転車通行空間の計画的な整備推進」の

取組 2-3「自転車通行空間上の路上駐車へ

の対策」に基づき、取締り等を強化してま

いります。 

また、P70 に記載の施策 1「安全・安心

な自転車利用に向けた取組の推進」の取組

1-2「交通ルール・マナーに関する周知・啓

発の推進」により、ホームページや SNS 等

で広く啓発を進めることで、自動車運転手

に対する注意喚起も図ってまいります。 

 

6 

１ページの６行目「2016 年法律第 113 号」

と、５ページの概要欄の２行目「平成二十八

年法律第百十三号」とは、どちらかに記載を

統一したほうがよい。 

1 ページ目の記載を「平成 28 年法律第

113 号」に修正し、5 ページの法律番号に

ついては削除いたします。 

7 

１９ページの図１７はいつ時点のもの

か？ 

P19 の表 7 と同様、2021 年 4 月時点に

なります。 

図 17 の表題にも追記させていただきま

す。 

8 
２０ページの図１８の「区外駐輪場」は「駐

輪場」のほうがよい。記載が重複しているの

で。 

「駐輪場」に修正いたします。 

9 
２０ページの図１８のクレジットの「区営

駐輪場」は「区営駐輪場等」のほうがよい。

区外の駐輪場も記載しているから。 

「区営駐輪場等」に修正いたします。 

10 
３１ページの図２９の「n」は何を意味し

ているのかを記載したほうがよい。 

「ｎ」は回答者数となります。 

「ｎ」が最初に出るＰ23 にわかるよう記

載いたします。 
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No. ご意見（原則原文どおり） 区の考え方 

11 
７０ページの３行目「区ホームページ」は

「区のホームページ」のほうがよい。他の箇

所の例と同様に。 

「区のホームページ」に統一いたします。 

12 
９０ページの６行目「ホームページ」は「区

のホームページ」のほうがよい。 

「区のホームページ」に統一いたします。 

13 

１０５ページの６行目「あたって」は「当

たって」のほうがよい。他の箇所の例と同様

に。 

「当たって」に統一いたします。 
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No. ご意見（原則原文どおり） 区の考え方 

14 

一自転車利用者としての意見です 

自転車レーンがあっても路駐や左折車、後

ろからくる車などに遮られ走りづらい 

一般にルールとして言われている車道の

左側通行では快適な走行に不十分だと感じ

るところが多くある 

実際には車道通行をする多くの人が走り

づらさや危険を感じながら、信号や停止線の

無視、交差点もしくは信号待ちでのすり抜

け、第一通行帯以外の走行など、ルールを破

って走っているというのが現状ではないか 

自転車走行空間に対する満足度が低い水

準にとどまり、後ろからくる車や駐停車して

いる車を追いぬくときに不安や恐怖を感じ

る人が多数いる中で、車道通行割合が 100％

を目指すのはおかしいのでは 

自転車事故の多くが自転車走行空間が整

備されている幹線道路で起こっているとい

う現状もある 

総じて、現在の自転車走行空間についての

意見をフィードバックする様子も改善策も

ないか割合が少なすぎるように見える 

車道通行が基本なのを知っていても守れ

ていないのはなぜなのか、改善するにはどう

すればよいのかを政策の面からも考え案に

してほしい 

私見だが、車が自転車を追い越す際におけ

る側方距離の法的またはマナーの設定や、物

理的に区分けされた自転車道を設定する以

外にこれらの解決策はないものと考える 

ニュースなどで自転車が加害者となる事

故が報道される機会も増えているものの、い

まだに自転車関連事故の大多数が対自動車

であることも忘れるべきではないのでは 

 自転車は道路交通法で軽車両とし

て位置付けられており、原則として車

道を通行することとなっていること

から、車道通行割合の目標を『100％

を目指す』としております。 

なお、車道通行の例外である 13 歳

未満の子どもや 70 歳以上の高齢者、

身体の不自由な人が普通自転車を運

転しているときや、道路工事や連続し

た駐車車両のために車道の左側を通

行することが困難な時など、普通自転

車の通行の安全を確保するためやむ

を得ないと認められるとき等につい

てまで車道通行を目指すといった目

標ではございません。Ｐ113 の※1 の

記載は、より分かりやすくなるよう修

正します。 

次に、交通事故は、P43 に記載した

通り、幹線道路の交差点付近で多く発

生しております。また、交通事故に自

転車が関与する割合が増えているこ

とも課題と認識しております。 

そのため、基本方針１「まもる」に

基づき、ルールやマナーを遵守した安

全な自転車利用の促進を図ってまい

ります。 

また、自転車通行空間の整備には、

自転車が通行しやすい環境を作るだ

けでなく、自動車に対し、自転車の通

行位置を示し、安全性を向上させる効

果があります。基本方針２「はしる」

の主要な施策である自転車通行空間

の整備において、安全性の観点から必

要な路線の整備を優先してまいりま

す。 
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No. ご意見（原則原文どおり） 区の考え方 

15 

都市における自転車運行に何よりも求め

られているのは、半ば無法無秩序とも言える

余りに酷い自転車走行状態に鑑み、自転車運

行の規制の導入と考えます。 

不安な乗り物である自転車に見あった自

動車に準じた自転車運転法の制定と考えま

す。 

特にこれまで歩道の安心安全の犠牲の上

に、自転車の利用振興が図られてきました。

歩道さえ充分整備されているとは言い難い

状況の中で、今や殆どの歩道が自転車に開放

されています。先ずは歩道を歩行者に返す事

を考えて頂きたい。 

歩道は歩行者が安全安心して歩行出来る

地帯、空間として歩行者に供された道路で

す。 

現状では何故毎年相当数の歩行者が死傷

しなければならないのか、真剣に検討願いた

い。 

それで無くとも私等毎日歩道を歩くとハ

ラハラしています。数年前には後部から音も

無く追い抜いてきた若者の乗った自転車に

衝突されました。この若者は素早く態勢を立

て直すや、詫びの一言も無く逃げおおせまし

た。 

この程度の事はデータには載りません。 

先に池袋で親子が横断歩道を自転車に載

り渡っていた時に無謀な自動車運転にはね

られ亡くなりました。 

行政が横断歩道での自転車運行を禁止し

ていたなら、同親子は被害に遭わなかったか

も知れません。 

自転車は道路交通法で軽車両とし

て位置付けられ、原則として車道を通

行することとなっており、例外として

歩道を通行する際には、歩行者優先で

車道よりを徐行するものとなってお

ります。 

自転車の活用推進に当たっては、

P62 に記載の基本方針 4「つかう」な

どにお示しした通り、交通安全の確保

が大前提と考えております。 

そのため、P67 から P75 に記載の

施策 1「安全・安心な自転車利用に向

けた取組の推進」に取り組むことで、

ルールやマナーを遵守した安全な自

転車利用の促進を図ってまいります。 

また、自転車の車道通行を促進する

ため、P76 から P78 に記載の施策 2

「自転車通行空間の計画的な整備推

進」により、自転車通行空間を確保す

るとともに、適切に利用されるよう取

り組んでまいります。 

なお、Ｐ112 の計画のフォローアッ

プに記載のとおり、自転車の車道通行

割合 100％を目指すことを指標とし

て設定しております。 
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No. ご意見（原則原文どおり） 区の考え方 

16 

都市における自転車の位置付け(メリッ

ト)が明確でなく極めて一般的、実態との齟

齬を覚えます。 

メリットとしてエコ、健康、観光等謳われ

ていますが実際の利用実態は買い物、駅近く

等の近距離に集中しています。 

付言すれば、現在の限られた自転車に対す

る交通空間では上記メリットは有意性があ

るとは考え憎い。 

エコ、健康であれば、フィットネス施設に

おける自転車同様機器の利用の方が適当で

安全でしょう。 

都市においても、自転車は、極めて

身近な交通手段であり、環境負荷の低

減や健康増進などにも寄与するもの

と考えております。 

 

17 

他地域間のシェアリング利用は、自転車道

の整備が進んでからの話しで時期尚早と思

います。 

それまでは自動車道における利用に限定

して頂きたい。 

この場合、歩道走行禁止、その他注意点や

保険等を盛った誓約書の提出や事故経験者

への提供禁止等も考えられます。 

 区道における自転車通行空間の整

備については、P109 に示すとおり令

和 10 年度までの期間に、約 27ｋｍの

整備を目指してまいります。 

シェアサイクルについては、P84

の施策 5「シェアサイクルの普及促

進」に記載のとおり、公共的な交通手

段の一つとして考えていることから、

利便性向上のため普及促進を図って

まいります。また、シェアサイクルの

利用者に対しては、P85 に記載の取組

5-2「シェアサイクルの安全利用の促

進」により、自転車シェアリング事業

者と連携した安全利用の周知・啓発を

行ってまいります。 
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No. ご意見（原則原文どおり） 区の考え方 

18 

高齢者若年層の無制限歩道走行 

いずれも歩行者サイドに取って不安、危険

の恐れがあり、原則禁止して頂きたい。 

高齢者層については、体調や運転技能等の

不安が懸念され、若年層に付いては知識、技

能、マナー等が不充分との懸念があります。 

自転車は道路交通法で軽車両とし

て位置付けられ、原則として車道を通

行することとなっており、13 歳未満

もしくは 70 歳以上の方についても、

例外として歩道を通行する際には、歩

行者優先で車道よりを徐行するもの

となっております。 

高齢者や小学生への交通安全教育

は、P68 に記載の施策 1「安全・安心

な自転車利用に向けた取組の推進」の

取組 1-1「自転車利用者に対する交通

安全教育の実施」のとおり、自転車実

技教室や交通安全教室の実施などに

より取り組んでまいります。 

19 

横断歩道における即事故防止対策 

上記しましたが、横断歩道は極めて高い事

故率が想定されるところ、信号の有無に関わ

らず、自転車の走行を禁止し、歩行して渡る

様に規制方実施して頂きたい。 

自転車は道路交通法により、近くに

自転車横断帯がある場合は、横断歩道

でなく自転車横断帯を通行すること

となっています。また、近くに自転車

横断帯がない場合については、横断中

の歩行者の通行を妨げる恐れのない

場合は自転車に乗ったまま通行でき

ますが、横断中の歩行者の通行を妨げ

る恐れがある場合は、自転車に乗った

まま横断歩道を通行することはでき

ません。 

これらについても、P67 から P75

に記載の施策 1「安全・安心な自転車

利用に向けた取組の推進」に基づき、

周知・啓発に取り組んでまいります。 
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No. ご意見（原則原文どおり） 区の考え方 

20 

自転車運行マナー 

私の居住する一角に奥行き 100m 程の商

店街があります。同商店街は自転車等の走行

を禁止しています。 

同商店街の出入り口にその旨の大小看板

が 2 枚設置されています(以前には、近くの

警察署の看板も設置されていましたが、いつ

の間にか取り払われていました)。 

しかしながら、これを尊重し守っている人

は殆ど皆無の状況です。 

自転車を乗り入れる人にアドバイス等す

ると、素直には聞きません。 

自転車運行者には特有のマインドがあり、

特に歩道走行が日常となっている今日、歩行

者には切実な懸念でもあり、マナー向上の対

策を講じて頂きたい。 

P67 から P75 に記載の施策 1「安

全・安心な自転車利用に向けた取組の

推進」に基づき、ルールやマナーを遵

守した安全な自転車利用の促進を図

ってまいります。 

 

 


